


通級指導のイメージ図 

拠点校での指導場面 

通級指導の手続 

 

 
 

本県では、県立高等学校及び中等教育学校後期課程（以下「県立高校」）に在籍する生徒を対象に、

在籍する県立高校での教育活動に加えて、障がいの状態に応じた特別の指導（通級指導）を拠点校及び

サテライト校（以下「拠点校等」）にて実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立高校における通級による指導について 

A①県立高校でも、小学校や中学校における通級指導と同じよ

うな形態で実施しています。生徒は、放課後などに拠点校等

へ行き、担当の先生から個別の指導を受けます。指導内容は、

国語や数学などの教科ではなく、特別支援学校学習指導要領

にある「自立活動」を行っています。 

A②「自立活動」に特定の教科書はありません。担当の先生は、

生徒の実態や課題、指導目標を踏まえて、自立活動の内容の

うち、主に「心理的な安定」や「人間関係の形成」、「コミュ

ニケーション」などを取り入れながら、個に応じた具体的な

指導内容を設定して、授業を行っています。 

Q①通級指導は、いつ、どのように行われているのですか？ 

拠点校等では、何の学習を行っているのですか？ 

Q②拠点校等での「自立活動」は、何をするのですか？ 

A④通級指導の対象となる生徒や実際の

指導に至る流れは、入学した県立高校

を通じて、生徒や保護者にお知らせし

ています。 

通級指導を希望する場合は、入学し

た県立高校の担任等に申し出るように

なっています。 

A③各拠点校等においては、下の例のような学習を行っ

ています。 

Q③通級指導の授業では、どのような学習を行っている

のですか？ 

Q④通級指導を受けるには、どのような手

続を行えばよいのですか？ 
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